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序章

序　
章

昭
和
史
の
最
大
エ
ポ
ッ
ク
は
、
日
中
戦
争
と
そ
の
延
長
に
あ
る
対
米
戦
争
開
戦
詔
書
、
そ
し
て
日
本
壊
滅
の
危
機
を

救
っ
た
昭
和
天
皇
に
よ
る
終
戦
の
ご
聖
断
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
、天
皇
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
天
皇
を
打
倒
し
革
命
せ
よ
と
指
示
を
し
た
の
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン（
ソ

連
共
産
党
が
設
置
し
た
国
際
共
産
主
義
推
進
組
織
で
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
各
国
に
共
産
党
の
設
立
を
支
援
し
共
産
革
命
を

指
導
し
た
）
で
あ
る
。
共
産
主
義
は
君
主
国
家
も
資
本
主
義
国
家
も
労
働
者
階
級
が
、
政
治
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
を

目
指
す
。
権
力
の
座
を
奪
わ
れ
た
者
に
待
っ
て
い
る
の
は
、
処
刑
か
過
酷
す
ぎ
る
迫
害
か
、
穏
便
に
許
さ
れ
て
も
国
外

追
放
で
あ
る
。

平
成
天
皇
は
そ
の
職
務
に
誠
心
誠
意
努
め
ら
れ
国
民
皆
か
ら
敬
愛
さ
れ
て
い
る
が
、
天
皇
の
座
に
執
着
せ
ず
退
位
を

決
意
さ
れ
た
。
昭
和
天
皇
は
母
や
弟
達
や
皇
族
か
ら
も
退
位
を
勧
め
ら
れ
た
が
断
固
拒
否
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は

退
位
に
よ
る
混
乱
に
乗
じ
た
共
産
革
命
を
警
戒
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え
、
本
書
を
書
き
上
げ
て
み

た
。
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中
国
の
歴
代
王
朝
は
共
産
革
命
で
は
な
く
易
姓
革
命
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
の
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
も
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ボ

ン
王
朝
も
皇
帝
の
み
な
ら
ず
一
族
は
殺
害
さ
れ
た
。
敗
戦
は
、
ド
イ
ツ
皇
帝
を
オ
ラ
ン
ダ
に
亡
命
さ
せ
、
オ
ス
マ
ン
ト

ル
コ
の
君
主
制
も
崩
壊
し
た
こ
と
に
、
昭
和
天
皇
は
危
機
感
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
と
共
産
主
義
者
に
対
す
る
専
門
的
な
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
昭
和
天
皇
も
共

産
主
義
者
が
憎
悪
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
少
年
時
代
か
ら
教
育
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
昭
和
天

皇
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
太
子
夫
妻
銃
撃
死
事
件
に
似
た
事
件
に
も
何
度
か
遭
遇
し
た
。
東
京
市
内
を
御
料
車
メ
ル
セ
デ

ス
ベ
ン
ツ
で
視
察
中
、
難
波
大
介
に
狙
撃
さ
れ
た
。（
第
一
部
）
難
波
は
公
判
中
に
共
産
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の

め
か
し
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
昭
和
七
年
一
月
に
は
日
本
に
併
合
さ
れ
た
朝
鮮
人
、
李
泰
昌
に
桜
田
門
か
ら
皇
居
に
入

ろ
う
と
し
た
御
料
車
に
爆
弾
が
投
げ
つ
け
ら
れ
た
。
未
遂
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
共
産
主
義
者
が
天
皇
を
狙
っ
た
大

逆
事
件
で
は
、
二
十
四
名
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。

全
て
臣
民
は
天
皇
に
絶
対
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
自
ら
の
命
を
賭
し
て
命
を
狙
う
者
達
が
い

る
事
実
も
天
皇
は
知
っ
た
。

そ
れ
は
難
波
や
李
の
よ
う
な
単
独
犯
で
は
な
く
、
天
皇
の
軍
隊
の
中
に
千
六
百
名
を
も
の
集
団
と
な
っ
て
国
家
の
指

導
者
を
銃
殺
も
し
く
は
軍
刀
で
刺
殺
し
た
。
い
わ
ゆ
る
二・二
六
事
件
で
あ
る
。（
第
二
部
）
決
行
の
主
旨
は
、
天
皇
の

側
近
に
い
る
身
中
の
虫
を
排
除
し
、
天
皇
親
政
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
判
断
は
「
朕
自
ら
軍
を
指
揮
し
、

断
固
鎮
圧
す
る
」
と
強
く
命
じ
た
。
決
起
将
校
の
中
に
共
産
主
義
者
の
匂
い
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二・二
六
事
件
の
大
義
名
分
は
天
皇
親
政
と
い
う
が
、
実
態
は
天
皇
を
祭
り
上
げ
社
会
主
義
革
命
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
り
、
首
謀
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
認
め
な
け
れ
ば
、
裕
仁
天
皇
を
別
の
者
に
替
え
る
と
い
う
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ

る
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
故
に
、
事
件
を
知
る
や
直
ち
に
鎮
圧
命
令
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
〇
年
頃
の
日
本
の
貧
窮
度
は
現
在
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
悲
惨
且
つ
深
刻
な
も
の
で
、
東
北
に
お
け

る
小
作
農
の
娘
の
身
売
り
続
出
は
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
勢
を
日
本
の
革
命
前
夜
と
み
た
ソ
連
共
産
党

は
一
九
三
二
年
に
注
目
す
べ
き
、「
三
二
年
テ
ー
ゼ
（
方
針
書
）」
を
日
本
共
産
党
機
関
紙
赤
旗
に
掲
載
さ
せ
た
。
要
旨

は
〝
日
本
の
帝
国
主
義
戦
争
を
内
乱
に
転
化
し
共
産
革
命
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
最
終
目
標
〟
と
し
た 

（
注
①
） 

。
半

ば
公
然
た
る
、
天
皇
国
家
体
制
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。

そ
の
後
治
安
維
持
法
の
拡
大
解
釈
に
よ
り
、
当
時
の
日
本
共
産
党
は
危
険
団
体
と
し
て
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
、
そ
の

闘
争
力
を
ほ
と
ん
ど
無
く
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
危
険
極
ま
る
革
命
団
体
と
天
皇
の
意
識
に
刷
り
込
ま
せ
、
軍
部
と
司

法
・
警
察
官
僚
ら
の
権
力
強
化
に
す
り
替
え
た
の
で
あ
る
。

帝
国
陸
軍
は
、
ソ
連
軍
は
天
皇
を
頂
く
日
本
帝
国
に
戦
争
を
仕
掛
け
て
く
る
と
考
え
、
最
大
の
仮
想
敵
国
は
ソ
連
で

あ
り
、
そ
の
ソ
連
の
傑
出
し
た
ス
パ
イ
が
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ゾ
ル
ゲ
で
あ
る
。
ゾ
ル
ゲ
の
秘
密
の
顔
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
要

員
で
あ
っ
た
が
、
表
の
顔
は
ド
イ
ツ
の
有
力
紙
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
―
ツ
ァ
イ
ト
ン
ク
特
派
員
且
つ
ナ
チ
ス
党
員
と
し
て

日
本
政
府
や
軍
部
高
官
は
勿
論
、宮
中
に
も
間
接
諜
報
を
し
て
い
た
。
ゾ
ル
ゲ
の
功
績
は
ソ
連
を
救
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
第
三
部
）
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ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
軍
が
破
竹
の
勢
い
で
モ
ス
ク
ワ
に
迫
っ
て
い
る
時
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
国
境
紛
争
で
ソ
連
に
攻
め
こ
み
ソ

連
軍
に
多
大
の
戦
死
者
を
も
た
ら
し
た
日
本
陸
軍
最
強
師
団
は
ナ
チ
ス
の
懇
願
に
応
え
本
格
的
に
侵
攻
す
る
か
、
と
の

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
重
大
な
調
査
命
令
に
、
ゾ
ル
ゲ
は
、
日
本
陸
軍
は
南
方
資
源
獲
得
に
向
か
う
と
の
確
定
的
な
機
密
情

報
を
ソ
連
に
送
り
、
ソ
連
は
約
百
万
も
の
精
鋭
国
境
警
備
軍
を
モ
ス
ク
ワ
に
転
出
し
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
モ
ス
ク
ワ
占

領
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
ス
パ
イ
行
為
は
露
見
し
、
ゾ
ル
ゲ
が
逮
捕
さ
れ
た
と
内
奏
さ
れ
た
時
、
天
皇
は
司
法
当
局
の
責
任
者
を
呼
び
、

報
告
さ
せ
た
。

「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
日
本
支
部
と
ア
メ
リ
カ
支
部
と
中
国
支
部
は
連
帯
関
係
に
あ
る
の
か
」

「
陛
下
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
世
界
に
共
産
革
命
を
目
指
す
組
織
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
モ
ス
ク
ワ
の
ロ
シ
ア
共
産
党
の
指

令
を
基
に
、
強
力
な
連
帯
を
し
て
お
り
ま
す
。
ゾ
ル
ゲ
は
、
ア
メ
リ
カ
共
産
党
の
ア
グ
ネ
ス
・
ス
メ
ド
ラ
ー
と
誼
を
通

じ
て
い
る
上
、
近
衛
首
相
の
秘
書
官
尾
崎
秀
実
か
ら
得
た
機
密
情
報
を
中
国
共
産
党
に
も
流
し
て
、
日
米
の
離
反
を
画

策
い
た
し
て
お
り
ま
す
」

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
宮
中
に
ま
で
入
り
込
ん
だ
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
女
ス
パ
イ
が
い
た
。
天
皇
は
、ア
イ
ノ・

ク
ー
シ
ネ
ン
が
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
親
日
作
家
を
装
い
宮
中
に
ま
で
招
か
れ
て
、秩
父
宮
等
と
何
度
も
歓
談
し
て
い
た（
注

②
）
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
宮
中
に
ま
で
潜
入
し
た
こ
と
に
戦
慄
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
第
二
部
）

陸
軍
に
徴
兵
さ
れ
た
新
兵
の
教
育
は
〝
天
皇
陛
下
の
た
め
な
ら
ば
、
何
で
命
が
惜
し
か
ろ
う
”
と
歌
わ
せ
洗
脳
す
る
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こ
と
に
始
ま
り
、
戦
局
悪
化
す
る
や
二
千
名
以
上
の
航
空
特
攻
機
に
加
え
、
二
人
乗
り
小
型
潜
水
艇
特
攻
を
大
元
帥
と

し
て
承
認
し
、
何
と
か
有
利
な
条
件
で
講
和
し
た
い
と
考
え
て
い
た
天
皇
は
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
で
も
屈
せ
ず
、
日

本
の
辛
勝
に
一
縷
の
望
み
を
抱
い
て
い
た
が
、ソ
連
参
戦
で
四
面
楚
歌
と
な
っ
た
時
、つ
い
に
終
戦
の
意
志
を
固
め
る
。

そ
の
時
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
同
盟
国
旧
ド
イ
ツ
帝
国
の
末
路
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
土
は
東
西
に
分
割
占
領
さ
れ
、

東
ド
イ
ツ
は
共
産
国
家
と
な
っ
た
。
ソ
連
が
ヤ
ル
タ
会
談
後
の
ア
メ
リ
カ
と
の
秘
密
協
議
で
、
日
本
分
割
占
領
、
即
ち

北
海
道
と
東
北
は
ソ
連
、
関
東
と
中
部
は
ア
メ
リ
カ
、
関
西
は
イ
ギ
リ
ス
、
九
州
は
蒋
介
石
の
中
華
民
国
、
そ
し
て
要

の
東
京
は
ベ
ル
リ
ン
と
同
様
の
英
米
ソ
の
共
同
統
治
案
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
承
認
し
な
か
っ
た
が
、
共
産
国
家
ソ
連

の
あ
く
な
き
要
求
を
天
皇
は
脅
威
に
感
じ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。（
第
四
部
）

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
拒
否
し
、
本
土
決
戦
と
な
れ
ば
日
本
の
一
部
に
間
違
い
な
く
ソ
連
軍
が
上
陸
し
、
そ
こ
に
共
産
国

家
が
誕
生
す
る
。
こ
の
戦
慄
的
な
将
来
像
が
脳
裏
を
か
す
め
た
か
ら
こ
そ
、
耐
え
が
た
き
を
耐
え
、
忍
び
が
た
き
を
忍

び
降
伏
す
る
と
い
う
、
天
皇
の
玉
音
放
送
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

終
戦
か
ら
三
か
月
ほ
ど
経
過
し
、
天
皇
に
国
土
や
国
民
が
壊
滅
し
な
か
っ
た
こ
と
に
一
抹
の
安
堵
が
得
ら
れ
た
十
一

月
二
十
六
日
の
「
側
近
日
誌
」
に
は
、
世
継
ぎ
の
明
仁
皇
太
子
（ 

現
在
の
天
皇
）
か
ら
「
共
産
党
は
取
り
締
ま
ら
な

く
て
良
い
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
昭
和
天
皇
は
、「
以
前
は
治
安
維
持
法
で
取
り
締
ま
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
か

ら
そ
う
す
る
と
却
っ
て
彼
ら
を
英
雄
化
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
諭
し
て
い
る
。（
注
③
）

明
仁
皇
太
子
は
そ
の
時
ま
だ
十
二
歳
。
普
通
の
子
供
な
ら
ば
、
共
産
党
と
は
何
者
な
の
か
関
心
を
持
つ
と
は
思
え
な
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い
。
天
皇
側
近
に
よ
る
皇
太
子
へ
の
恐
怖
と
憎
悪
の
反
共
産
教
育
は
確
実
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
無
理
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
二
年
後
、
日
本
軍
が
撤
退
し
た
中
国
で
は
毛
沢
東
が
蒋
介
石
を
台
湾
に
追
い
落
と
し
、
共
産
国
家
の
中
華

人
民
共
和
国
を
樹
立
し
た
。
国
内
の
共
産
主
義
者
が
勢
い
づ
く
と
み
た
天
皇
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
友
人
が
多
い
外
交

官
で
天
皇
御
用
掛
と
な
っ
た
寺
崎
英
成
を
し
て
、マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
シ
ー
ボ
ル
ト
と
会
談
、シ
ー

ボ
ル
ト
経
由
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
覚
書
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
、
沖
縄
の
軍
事
占
領
を
二
十
五
年
乃
至
五
十
年
続
け
、

ソ
連
や
共
産
中
国
の
軍
事
基
地
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（
注
④
）

更
に
四
年
後
、
北
朝
鮮
軍
と
中
国
軍
に
よ
り
、
韓
国
軍
と
国
連
軍
（
実
態
は
米
軍
）
が
敗
退
を
続
け
対
馬
対
岸
の
釜

山
近
く
ま
で
共
産
軍
が
迫
り
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
天
皇
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
後
任
の
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
司
令
官
に
（
共
産
軍

に
対
し
）
原
子
兵
器
を
使
用
す
る
考
え
は
な
い
か
、
と
尋
ね
て
い
た
。（
注
⑤
）

共
産
軍
に
対
す
る
相
当
の
危
機
感
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
朝
鮮
戦
争
で
対
馬
の
対
岸
ま
で
北
朝
鮮
軍
が
押

し
寄
せ
て
き
た
時
、
天
皇
は
共
産
軍
に
恐
怖
し
、
米
国
は
対
日
政
策
を
急
変
さ
せ
、
旧
軍
関
係
者
の
公
職
復
帰
と
レ
ッ

ド
パ
ー
ジ
即
ち
共
産
党
関
係
者
の
追
放
を
進
め
る
。
こ
こ
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
・
天
皇
と
の
反
共
産
政
策
は
一
致

を
み
た
。

遡
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
り
終
戦
と
し
た
時
、
最
後
ま
で
恐
れ
て
い
た
の
は
戦
犯
処
罰
問
題
で
あ
っ
た
。
米

国
世
論
は
勿
論
、
北
海
道
分
割
占
領
を
目
論
ん
で
い
た
ソ
連
、
建
国
後
初
め
て
戦
争
を
仕
掛
け
ら
れ
多
数
の
戦
死
者
を
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出
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
戦
死
者
を
出
し
た
オ
ラ
ン
ダ
も
天
皇
戦
犯
論
を
唱
え
、
連
合
国
に
天
皇

戦
犯
訴
追
論
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

革
命
で
は
な
く
敗
戦
に
よ
る
天
皇
制
廃
止
の
動
き
に
苦
悩
す
る
天
皇
を
助
け
た
の
が
、
マ
ー
カ
ッ
サ
ー
Ｇ
Ｈ
Ｑ
総
司

令
官
で
天
皇
を
訴
追
し
な
い
考
え
を
固
め
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
の
軍
事
力
の
底
力
と
整
備
力
、
更
に
地
勢
的
に

も
米
国
の
防
共
政
策
に
役
立
つ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
天
皇
が
恐
れ
た
ソ
連
・
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
連
合
軍
に
よ
る
日
本
侵
攻
を
抑
止
す
る
た
め
の
日
米
安
全

保
障
条
約
締
結
は
自
民
党
の
吉
田
・
岸
両
首
相
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
昭
和
天
皇
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
政
府
に
伝
え

る
よ
う
、
渡
米
す
る
政
府
首
脳
を
呼
び
指
示
し
て
お
り
相
互
に
緊
密
な
連
携
が
あ
っ
た
。
天
皇
は
単
な
る
飾
り
物
の
象

徴
で
は
な
か
っ
た
し
、
自
民
党
政
権
と
共
に
反
共
国
家
を
築
い
て
き
た
こ
と
に
、
共
産
革
命
を
恐
れ
た
天
皇
の
影
を
見

る
。（
第
五
部
）

筆
者
は
共
産
主
義
を
全
く
信
じ
な
い
し
、
天
皇
は
、
日
本
文
化
継
承
に
も
必
要
で
あ
り
、
擁
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

愚
考
し
て
い
る
が
、
日
本
伝
統
文
化
継
承
者
の
天
皇
と
権
力
組
織
と
し
て
の
天
皇
制
は
別
物
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
書
か

ら
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
こ
の
上
な
い
。

こ
の
書
は
宮
内
庁
が
二
十
四
年
を
費
や
し
二
〇
一
五
年
か
ら
刊
行
を
始
め
た
、天
皇
の
公
式
記
録
「
昭
和
天
皇
実
録
」

と
そ
の
解
説
書
に
は
視
点
が
な
か
っ
た
欧
米
の
参
考
書
籍
を
含
め
証
跡
と
し
て
、
筆
者
が
脚
色
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
。
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昭
和
天
皇
の
肉
声
が
記
録
さ
れ
た
の
は
、
敗
戦
に
伴
う
玉
音
放
送
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
の
言
葉
は
全
て

側
近
達
に
よ
る
日
記
等
の
伝
聞
記
録
し
か
な
い
。
天
皇
自
身
が
書
い
た
一
次
資
料
は
な
い
の
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
は
日

記
を
書
か
れ
て
い
た
が
、
勿
論
非
公
開
で
、
平
成
天
皇
も
読
ま
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
刊
行
中
の
「
昭
和

天
皇
実
録
」
に
し
て
も
、
日
々
天
皇
が
誰
に
面
会
し
、
行
事
に
関
係
し
た
か
淡
々
と
記
録
し
て
あ
る
だ
け
で
、
何
を
感

じ
ど
う
思
っ
た
か
、
人
間
と
し
て
の
感
情
は
殆
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
畏
れ
な
が
ら
著
者
が
天
皇
の
意
志
を
忖
度
す
る

他
な
い
。

な
お
、
ご
生
存
の
天
皇
の
呼
称
は
今
上
天
皇
で
あ
り
、
ご
逝
去
さ
れ
て
の
ち
昭
和
天
皇
と
尊
称
さ
れ
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、
文
意
や
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
あ
え
て
昭
和
天
皇
ま
た
は
平
成
天
皇
と
記
し
た
こ
と
を
お

許
し
願
い
た
い
。

注　

文
中
の
太
字
は
、
以
下
の
文
献
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
。
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◎ 
序
章　

注
釈

①　
　

  「
日
本
共
産
党
と
中
韓
」
筆
坂
秀
世
著　

P24

　
　
　

  
か
く
し
て
帝
国
主
義
戦
争
を
内
乱
に
転
化
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
＝
地
主
的
天
皇
制
の
革
命
的
転
覆
を
招
来
す
る
と
い
う

任
務
を
課
し
て
い
る

②　

  　
「
ゾ
ル
ゲ
事
件
の
謎
を
解
く
」
白
井
久
也
著　

P418

　
　
　

  

戦
後
、
ソ
連
共
産
党
の
最
高
幹
部
と
な
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
出
身
の
共
産
主
義
者
、
オ
ッ
ト
ー
ク
ー
シ
ネ
ン
の
妻
、

ア
イ
ノ
・
ク
ー
シ
ネ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ハ
ン
ソ
ン
と
い
う
名
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
に
化
け
て
、

日
本
の
最
高
層
の
人
々
に
近
づ
い
た
。
そ
の
中
で
、最
も
親
し
か
っ
た
の
が
秩
父
宮
で
、何
回
も
会
っ
た
。（
以
下
略
） 

③
④
⑤
「
昭
和
天
皇
は
戦
争
を
選
ん
だ
」
増
田
都
子
著　

P158　

195　

224

）

　
　
　

 

四
五
年
十
一
月
二
十
六
日
の
『
側
近
日
誌
』
に
は
、
当
時
十
二
歳
の
皇
太
子
（
現
明
仁
天
皇
）
と
昭
和
天
皇
と
の
興

味
深
い
や
り
取
り
が
あ
る
。

一
、　　

昨
日
東
宮
参
内
の
節
、
朕
に
対
し
て
質
問
あ
り
（
こ
れ
は
東
宮
が
新
聞
を
読
ま
れ
た
結
果
な
り
）。
共
産
党
は
取
締

ま
り
を
要
せ
ず
や
。

お
答
え  

以
前
は
治
安
維
持
法
に
よ
り
て
取
締
た
る
が
、
こ
れ
は
却
っ
て
彼
等
を
英
雄
化
す
る
事
に
な
る
。
取
締
ら
ず
と
も　
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有
力
化
す
る
虞
な
し
。（
中
略
）
天
皇
父
子
や
そ
の
一
族
に
と
っ
て
「
共
産
党
」
ほ
ど
、
怖
い
も
の
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。（
中
略
）

　
　
　

  

さ
ら
に
天
皇
は
沖
縄
（
中
略
）
に
対
す
る
米
国
の
軍
事
占
領
は
、
日
本
の
主
権
を
残
し
た
ま
ま
で
の
長
期
租
借
―

二
十
五
年
な
い
し
五
十
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
擬
制
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

  

翌
一
九
五
二
年
三
月
二
十
七
日
の
第
四
回
会
見
に
お
い
て
、
天
皇
は
（
中
略
）
言
っ
た
。

　
　
　

  「（
共
産
側
が
）
仮
に
大
攻
勢
に
転
じ
た
場
合
、
米
軍
は
原
子
兵
器
を
使
用
さ
れ
る
お
考
え
は
あ
る
か
？
」　　

　
　
　

  （
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
）
司
令
官
は
「
原
子
兵
器
の
使
用
の
権
限
は
米
国
大
統
領
に
し
か
な
い
」
だ
っ
た
。
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